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担当部署: 健康福祉部 子育て支援課  

処分の概要 出席の停止命令 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市立幼稚園管理規則 第17条第1項 

例 規 番 号 平成17年教育委員会規則第17号 

【根拠条文】 

(出席の停止) 

第17条 園長は、園児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合又は性行不良であっ

て他の園児の教育に妨げがあると認めた場合は、出席の停止を命じることができる。  

2 園長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければなら

ない。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 

 

 

備考  
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